令和4年度事業報告　
事業の概要
　シルバー人材センターは、高齢者の多様な就業ニーズに応じて就業機会を確保・提供し、併せて高齢者の生きがいの充実、社会参加の促進により、地域社会の活性化に貢献すること。
　会員が、支えられる側ではなく支える側として生きがいを持って活躍できるよう取り組むとしております。このことから、会員の獲得に向けて公共施設、事業所、一般家庭へのセンターチラシの配布等を行いましたが、昨年並みの入会者があったものの、退会者が上回ったことから目標には届きませんでした。
　また、センター事業においてはコロナ禍の影響により、清掃ボランティア活動や、各種講習会の中止など影響がありました。そのような中においてもシルバー人材センター事業の基本は会員の「安全就業」であることから、センター会報による健康診断の励行の周知や作業時のヘルメットの着用・服装・用具の使用方法など、会員に安全に仕事をしてもらう為の「安全パトロール」を行い、会員の安全就業に取り組みました。

1、 会員拡大
会員拡大に向け、センターのチラシを作成し、就業創出員による各地域への配布及び高齢者が集う施設への備え置きを行い、入会説明会への参加者の増に取り組み会員の確保に努めました。新規入会者は36名でありましたが、退会者が上回り年度末の会員数の増減は△19名となりました。

　　　　地域別入退会状況
	
	今年度末
	入会者
	退会者
	前年度末
	　増減

	宮古地区
	258人
	30人
	49人
	277人
	· 19人

	田老地区
	16人
	4人
	3人
	15人
	　　1人

	新里地区
	15人
	2人
	2人
	15人
	 0人

	川井地区
	3人
	0人
	1人
	4人
	△  1人

	合計
	292人
	36人
	55人
	311人
	△ 19人



2、 就業機会の拡大
　就業機会の拡大については、シルバー人材センター事業の理解を深めていただくため、役職員・就業創出員による公共施設、事業所、一般家庭などの訪問を行い、センター事業への理解と協力を求め、就業機会の拡大に努めました。

3、 安全対策の強化
　シルバー人材センター事業の基本は「安全就業の確保」であることから、県内センターの事故等について、センター会報に掲載し作業上の注意を促しました。また、安全・適正就業対策推進委員会による会員への安全な就業の周知を図るため、次のとおり取り組みました。

1 全国一斉「安全スローガン」の掲示　(7月1日～7月31日)
2 就業現場安全パトロールの実施　(7/27、8/30、9/27実施)
3 就業会員による作業前の安全確認の実施　(随時)
4 会報への県内事故状況掲載による安全就業の周知。(会報・7/15発行)

4、 介護予防事業
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、地域の高齢者を対象とした介護予防関連の講習会は中止しました。

5、 ふるさと環境支援事業
　所有者が遠方に居住している、又は、高齢者世帯が高齢などの理由により管理できないことによる空き家や墓地について、所有者の依頼に応じて、家屋の状況確認や庭の手入れ、除草作業等を行いました。

6、 就業技能の向上
技能講習事業の実施
1 草刈機取扱作業者安全衛生教育　14名受講　(宮古職業訓練センター・3/2)

7、 調査研究
　発注者へのアンケート調査を実施し、事務局職員の対応及び会員の作業状況に関する発注者の評価の収集を行いました。その結果、就業会員の態度や仕事の仕上がりについては大多数より満足であるとの評価を受けました。(R4.9.実施)


8、 普及啓発活動
　シルバー人材センター事業の紹介と会員の加入促進に向け、次のとおり普及啓発に取り組みました。

1 公共施設、事業所、一般家庭への配布及び高齢者が集う施設へのチラシの備え置き
2 フリーペーパーへの掲載(R5、3/1号に掲載)
3 センターホームページの活用
4 フードドライブ活動　(R5.1.23~1.31実施)

9、 職業紹介事業
　臨時的、短期的、又は軽易な業務に係る仕事を、地域の高齢者を対象に行う職業紹介による就業機会の提供については、今年度該当はありませんでした。

10、会員組織の強化、諸会議の開催
　　　地域班班長会議等はコロナ禍により中止いたしました。

11、労働者派遣事業
　　　臨時的、短期的、又は軽易な業務に係る、公益社団法人岩手県シルバー人材センター連合会を派遣元とする、労働者派遣事業の実施事務所として、会員を対象にシルバー派遣事業による就業機会の提供を行いました。
　　　　実施状況
	
	今年度
	前年度
	増減

	派遣登録会員数
	　　29人
	29人
	―

	派遣受注件数
	6件
	4件
	　2件

	派遣就業延日人員
	1,677人日
	1,726人日
	· 49人日



12、宮古市学童の家の運営
　　　宮古市から指定管理者の指定を受け運営している「宮古学童の家」、「山口学童の家」、「千徳学童の家」、「鍬ヶ崎学童の家」、「磯鶏学童の家」、「田老学童の家」、「新里学童の家」については、保護者が安心して仕事ができるよう施設の安全管理・有効利用に取り組んだところです。又、児童・保護者と接する支援員の研修等を積極的に行い、児童の健全育成と保護に努めました。
